
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,540 円 2,866 円

2,540 円 2,875 円

2,540 円 2,883 円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　特になし

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

57.54人/ha

　　１　：湯河原町浄水センター

無

処 理 区 数 　　2　：湯河原処理区、奥湯河原処理区

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　近年の取り組みは特になし。
　供用開始時より熱海市の一部の区域127haを「広域処理方式」として本公共下水道に取り込んでいる。
　また平成19年度より真鶴町の汚水を湯河原町の下水終末処理場で処理を行う「広域処理方式」として本公共下水道に取り込
んでいる。

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

・現行では、水道使用料を算定基礎とする従量制を採用している。
・使用料（消費税別）は、基本使用料（1か月当たり10㎥まで1,130円）と超過料金（141円/㎥）により構成されて
いる。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　特になし

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

湯河原町下水道事業経営戦略

昭和60年度
（供用開始後35年）

神奈川県　湯河原町

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

湯河原町公共下水道事業・特定環境保全公共下水道



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

職 員 数

　管理職1名（0.5人×2名）、管理係2.5名、施設係2.5名の計6名（課長は施設係長を兼務、副課長は管理係長を兼
務）。
　徴収業務は本庁の徴収対策室が行っており、１名分の職員人件費を負担している。
　下水道管理者は水道・温泉事業と兼務しており、下水道会計内での職員人件費は、その1/3を負担している。

　下水道課として事業を運営しており、他部署との統合は行っていない。

　　特になし

　　職員及び委託業者社員の駐車場使用料を徴収している。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

　今後、大きく整備面積が増加する計画が無いことから、処理区域内人口は行政人口の減少の影響を受け、年々減少していくことが予想される。
　本町の行政人口は近年減少傾向にあり、令和元年度末時点での24,637人に対し、令和12年度末には19,212人（R1比：22.0％減）、令和22年度末には15,341人
（R1比：37.7％減）と大きく減少すると予想される。
　処理区域内人口は令和元年度末時点での22,789人に対し、令和12年度末には18,747人（R1比：17.7％減）、令和22年度末には15,324人（R1比：32.8％減）まで
減少すると試算している。

有収水量の予測

　令和元年度末の有収水量は、年間3,002,845m3、日平均で8,204m3であった。
　人口減少の影響を受け、令和12年度には2,665,930m3/年（日平均で7,304m3）、令和22年度には2,212,341m3/年（日平均で6,061m3）まで減少するものと試算し
ている。
　なお、観光汚水量は現状維持を見込んでいる。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　　特になし

　　特になし

 イ　指定管理者制度

　　処理場の運転については３年間の民間委託としている。
　　薬品の調達を含む。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

　
　人口減少、少子高齢化社会が進展している状況にある中で、持続可能な公共下水道事業の経営の実現を目指すために、上位計画である「ゆがわら2021プラン
（湯河原町総合計画）」を踏まえ、以下の4項目を経営の基本方針として効率的で効果的な事業を実施する。

　　・ストックマネジメント計画を活用し、建設改良費の平準化を図ります。

　　・下水道使用料の改定について検討を行い、計画期間内の黒字化を目指します。

　　・あわせて長期的な経費回収率等業務指標の推移に注視し、その改善を目指します。

　　・5年以内に経営戦略を見直し、長期的に持続可能な下水道事業の経営に努めます。

使用料収入の見通し

　将来的に有収水量が減少傾向となることから、使用料収入も減少する見通しである。
　今後の事業継続および本町財政負担の抑制のためには、下水道使用料金の値上げが必要不可欠であると考えられる。

施設の見通し

　ストックマネジメント計画に基づき、処理場施設の更新工事および設計を令和3年度より開始する予定である。
　管路施設については、今後点検調査をスタートするところである。
　施設全体が老朽化の課題を抱えており、更新費用の増加が懸念される。

組織の見通し

　当面は、現在の体制を維持する方向で考えている。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　計画期間内の整備については、新規管路施設は投資効果の高い地域を重点的に、令和8年度までは年間40,000千円の投資を見込む。残りの未整備区域につい
ては、今後経済性等について再検討を行い、必要に応じ計画の見直しを図る。
　現在、処理場及びポンプ場施設の更新工事が予定されており、令和3年度から令和7年度に総額1,114,000千円を見込んでいる。令和8年度以降はストックマネジ
メント基本計画に基づき、平均で年間190,900千円の投資を見込んでいるものの、変動が大きいため更なる平準化の検討が必要である。
　管渠施設の更新工事については、令和9年度以降に年間40,000千円の投資を見込んでいるが、今後の点検調査結果を基に見直しを図る。
　維持管理費については、大きな変動はないものとしており、物価上昇率は見込んでいない。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　今回の経営戦略改定では使用料の改定による収入増を見込み、現行使用料の8%を引き上げ幅とし、令和4年度からの実施を見込むこととした。この使用料改定に
より人口減少に伴う汚水量減少に対して現状ベースの使用料収入を確保し、最低限経費回収率80%をキープすることを目指すこととする。
　この使用料改定のみでは収支均衡及び基準外一般会計繰入金の減少に対して十分な額では無いため、今回の経営戦略改定においては、さらに5年後の令和9
年度に10％の引き上げを想定している。実際には、今後の収支結果を注視し、再度使用料改定に関する検討を実施する予定である。

　建設改良に必要な財源としては、これまで通り国庫補助金および起債によるものとする。
　当面は一般会計繰入金による補填が続くこととなる。

　職員給与費等については、現状の職員数が既に人員削減を重ねた結果であることから、当面は現状維持を考えている。今後の事業進捗等に合わせて必要な見
直しを進める。職員給与制度は、町の制度を適用しており、今後も町全体の見直しの中で適正な水準を維持する。

　維持管理費については、人口減少に伴い処理水量が減少することが予想され、これに伴い動力費や薬品費などの維持管理コストや汚泥処分費が若干減少する
見込みである。突発的な修繕による経費増を抑えるためにも、ストックマネジメント計画を活用し、計画的な更新を行うことで修繕費の縮減を図る。

　長期投資試算はストックマネジメント基本計画に基づき、資本の平準化を図っている。
　改築シナリオとしては、必要最低投資額を投資するものとし、年間300百万円程度で平準化が可能と試算してい
る。
　今回の経営戦略改定にあたっては、厳しい財政状況を踏まえ、投資額を抑えた計画としている。

目 標

　平成29年度の地方公営企業法への適用以降、収益的収支は毎年赤字となっており、令和元年度末時点での累積欠
損金は131,325千円となっている。
　今回の経営戦略では、令和4年度に8%、令和9年度に10%の使用料改定を想定し、計画期間内の黒字化を図ることと
する。
　

目 標



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　特になし

　赤字解消のために早急な下水道使用料の見直しが必要であり、令和4年度に現行使用料の8%、令和9
年度に現行使用料の10%の使用料改定を見込んでいる。使用料の見直しに関する事項

　特になし

　引き続き処理場の運転・維持管理を民間に委託する。

　ストックマネジメント計画を活用し、更なる平準化の検討が必要である。

　県主導で「広域化・共同化計画」を検討中であり、この計画は令和4年度に策定予定である。現在、県
及び近隣自治体と協議中であることから、今回の経営戦略改定においては、広域化・共同化・最適化の
施策メニューは特に見込まないものとする。すでに広域化に取り組んできた経緯があり、これ以上の広域
化は困難であると考えている。今後は近隣自治体との共同発注等の検討を進めていく。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　CAPDサイクルを活用し、財務状況等を毎年評価し、計画と実績との乖離が著しい場合には、その原因調査と対策
を図ることとする。
　さらに、概ね3～5年毎に投資・財政計画を評価し、ストックマネジメント計画等の他計画との整合を図りつつ、経営
戦略の改定を行い、効率的かつ安定的な下水道事業を持続できるよう、経営努力を続ける。

職員給与費に関する事項 　特になし

動力費に関する事項 　使用機器の消費電力量削減については、今後の課題である。
　契約する電力会社の選定を検討し、今後も電気料金の抑制に努める。

修繕費に関する事項 　ストックマネジメント計画に基づく施設更新により修繕費の縮減につなげる。

委託費に関する事項 　特になし

その他の取組 　特になし

薬品費に関する事項 　特になし

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　引き続き処理場の運転・維持管理を民間に委託する。現在は３年間の仕様発注方式である。
　今後は、性能発注方式や委託期間の長期化について検討を進めていく。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　特になし



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

　令和元年度時点で法定耐用年数（50年）を超えた
管渠はない状況にあることから、管渠についての更
新投資・老朽化対策はまだ行っていません。そのた
め、管渠老朽化率及び管渠改善率は、０％となって
います。
　処理場の改築更新事業については、ストックマネ
ジメント計画に基づき、令和３年度から令和７年度
までに、機械電気設備等の改築更新を実施する予定
です。
　今後は、将来確実に迎える下水道施設の更新に備
えて、計画的に施設の更新、耐震化を実施していく
必要があります。

2. 老朽化の状況

全体総括

　本町の下水道事業は、昭和60年に湯河原町浄水セ
ンターの供用を開始し、順次整備拡大を行ってきま
した。
　近年では、処理区域人口の減少や、節水機器の普
及により、使用料収入は伸び悩んでいる傾向にあり
ます。今後も計画的な改築更新を実施するととも
に、適切な維持管理を行い、より一層の経営の健全
化に努める必要があります。
　現在、令和３年度から10年間を計画期間とする経
営戦略の策定作業を行っています。人口減少や更新
需要の増大が懸念され、将来的に多くの課題を有し
ており、効率的かつ持続可能な経営を維持するため
の取組みについて検討を進めていきます。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　経常収支比率は、昨年度より上がっていまが、
100％を下回り単年度収支は赤字となっています。
これは主に経常費用が下がった結果によるもので
す。
　累積欠損金比率は、年々増えています。
　流動比率は、100％以下ですが昨年度よりも増え
ています。これは主に企業債償還金が下がった結果
によるものです。
　企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均値と
比べると低い数値になっていて、昨年度よりも下
がっています。これは、初期に比べ、新たな設備投
資が少なくなっていることに起因すると考えられま
す。
　経費回収率は、類似団体平均値と比べると高く
なっていますが、一般会計からの繰入金に依存して
いるところが大きく、適正な使用料収入の確保と汚
水処理費の削減により今後も経営改善に努めるとと
もに、使用料の適正化に努める必要があります。
　施設利用率は、人口減少や節水意識の定着などに
よる水需要の減少に伴う汚水処理量の減少により減
少傾向にあります。
　水洗化率についてはほぼ類似団体平均値ですが、
今後も継続的に個別訪問や啓発活動等による水洗化
率の更なる向上に努めていきます。

2. 老朽化の状況について

処理区域内人口密度(人/km
2
) －

- 76.80 91.89 70.30 2,794 22,640 4.08 5,549.02

40.97 605.39 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
)

法適用 下水道事業 公共下水道 Cb1 自治体職員 24,803

経営比較分析表（令和元年度決算）
神奈川県　湯河原町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 0.00 0.00 0.00

平均値 - - 0.89 0.29 0.13

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 98.41 93.08 93.91

平均値 - - 100.94 102.79 101.51

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 3.90 7.50 11.44

平均値 - - 15.71 22.06 16.37

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 0.00 0.00 0.00

平均値 - - 1.23 0.83 0.98

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 4.66 19.44 31.94

平均値 - - 55.58 49.00 37.86

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 61.09 71.68 84.74

平均値 - - 74.24 61.36 60.16

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 651.23 649.36 604.34

平均値 - - 857.76 978.87 917.44

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 98.82 98.62 100.29

平均値 - - 81.26 85.90 85.34

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 134.33 153.48 153.24

平均値 - - 151.17 148.42 149.27

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 61.64 55.15 54.79

平均値 - - 58.13 55.46 55.73

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 89.13 93.88 92.29

平均値 - - 91.75 92.45 92.45

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【108.07】 【3.09】 【69.54】 【682.51】

【95.35】【59.64】【136.15】【100.34】

【38.57】 【5.90】 【0.22】



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

　本処理区域については、平成７年度に事業着手、
処理施設については公共下水道事業で建設された施
設（昭和60年に供用開始）を利用しています。
　建設開始からの年月も短く、管路施設の日常点検
においては腐食や破損等は見受けられない状況下に
あります。今後も日常点検結果に注視し、地域住民
生活のライフラインとしての使命を果たすよう点検
に努め、老朽化の状況を確認していきます。
　ただし、本処理区域から下流の公共下水道処理区
域内の管渠や処理場については、老朽化対策が必要
な時期にあり、当該施設を利用している本処理区域
においても効率的な老朽化対策事業の取り組みを検
討していきます。

2. 老朽化の状況

全体総括

　経常収支比率は、100％を上回っている状況にあ
ります。定住者においては少子高齢化による人口減
少並びに節水機器の普及に伴う処理水量の減少等に
よる使用料収入の減少が推測されます。
　本処理区域は、公共下水道関連特定環境保全公共
下水道であり、対象施設は管渠施設のみですが、現
状は劣化等の不具合はほとんど無いものの、施設の
健全度を維持していくため、今後の日常点検や清掃
等の維持管理を計画的に行い、施設老朽化に伴う支
出費用の抑制を図っていく必要があります。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　経常収支比率は、昨年度よりも高くなっていま
す。累積欠損金もありません。
　企業債残高対事業規模比率は、昨年度よりも低く
なり、また、類似団体平均値よりも低いです。
　経費回収率は、昨年度よりも高くなって、100％
以上を上回っています。汚水処理原価は、昨年度よ
り低くなって類似団体平均値よりも下回っていま
す。
　施設利用率については、公共下水道事業で建設さ
れた施設（昭和60年に供用開始）を利用しているた
め未計上です。
　本処理区域は、温泉観光地であり、宿泊施設など
の大規模施設が多いため、施設改造負担などが大き
くなり水洗化率が伸び悩む傾向にあります。ただ
し、宿泊施設等の１軒の接続で各数値が一気に改善
する要因を持っています。
　本処理区域内の管渠施設の老朽化対策は、まだ不
要と考えられますが、将来的に改築、更新費用の発
生が予測されます。したがって、収入増のため更な
る接続（水洗化）の推進を図り、事業所への啓発活
動並びに下水道事業の状況について住民や使用者に
理解していただいた上での下水道使用料の見直し、
維持管理の効率化を図る必要があります。
　以上の対策を実施するため、本事業については公
共下水道と合わせ、住民の理解を得ながら収入の柱
となる下水道使用料の水準の適正化を図り、下水道
サービスを提供していきます。

2. 老朽化の状況について

処理区域内人口密度(人/km
2
) －

- 73.41 0.60 100.00 2,794 149 0.15 993.33

40.97 605.39 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
)

法適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 自治体職員 24,803

経営比較分析表（令和元年度決算）
神奈川県　湯河原町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 0.00 0.00 0.00

平均値 - - 0.09 0.13 0.36

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 142.02 150.59 153.68

平均値 - - 102.13 101.72 102.73

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 2.60 5.20 7.79

平均値 - - 23.93 24.68 24.68

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 0.00 0.00 0.00

平均値 - - 0.00 0.01 8.62

①経常収支比率(％)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 0.00 0.00 0.00

平均値 - - 109.51 112.88 94.97

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 0.00 0.00 0.00

平均値 - - 47.44 49.18 47.72

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 1,617.05 1,186.46 707.85

平均値 - - 1,243.71 1,194.15 1,206.79

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 94.75 125.60 197.82

平均値 - - 74.30 72.26 71.84

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 150.01 112.66 71.20

平均値 - - 221.81 230.02 228.47

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - - - -

平均値 - - 43.36 42.56 42.47

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 - - 61.78 67.11 65.77

平均値 - - 83.06 83.32 83.75

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【102.87】 【76.63】 【49.61】 【1,218.70】

【84.20】【42.86】【218.56】【74.17】

【25.37】 【6.20】 【0.28】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画） （単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

区　　　　　　分 （　決　算　） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込）

１． (A) 460,268 456,938 461,958 457,084 440,262 477,441 472,456 465,528 459,782 453,389 486,791 478,499 471,381 464,241
(1) 437,838 433,496 432,909 426,976 414,984 448,897 443,895 436,418 430,155 423,670 457,014 448,579 441,349 434,092
(2) (B)
(3) 20,981 22,507 27,751 29,454 24,560 27,826 27,843 28,392 28,909 29,001 29,059 29,202 29,314 29,431
(4) 132 92 92
(5) 1,317 843 1,206 654 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718

２． 462,945 449,735 430,302 404,380 429,073 471,675 460,175 477,498 466,687 452,922 460,737 463,663 473,254 472,286
(1) 130,125 121,424 96,515 77,728 98,906 147,252 135,239 142,520 142,510 143,945 150,710 152,870 173,670 176,400

130,125 112,664 90,165 77,728 89,406 123,402 135,239 142,520 142,510 143,945 150,710 152,870 173,670 176,400
8,760 6,350 9,500 23,850

(2) 325,350 321,093 329,582 323,316 326,882 323,223 323,786 333,878 323,127 307,977 309,077 309,893 298,734 295,086
(3) 7,470 7,218 4,205 3,336 3,285 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850 800

(C) 923,213 906,673 892,260 861,464 869,335 949,116 932,631 943,026 926,469 906,311 947,528 942,162 944,635 936,527

１． 853,743 896,600 881,924 905,285 910,529 938,770 901,091 903,246 897,708 864,200 873,491 872,440 856,557 858,290
(1) 56,179 56,486 50,799 54,524 54,193 54,193 54,193 54,193 54,193 54,193 54,193 54,193 54,193 54,193

29,364 31,593 28,364 26,568 26,938 26,938 26,938 26,938 26,938 26,938 26,938 26,938 26,938 26,938

26,815 24,893 22,435 27,956 27,255 27,255 27,255 27,255 27,255 27,255 27,255 27,255 27,255 27,255
(2) 240,376 275,012 237,225 255,630 267,673 289,329 241,098 240,419 239,862 239,183 238,614 237,813 237,121 236,426

42,095 46,257 42,498 48,937 44,767 47,106 46,598 45,949 45,417 44,768 44,224 43,458 42,797 42,133
12,309 14,934 15,424 19,373 17,649 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100
1,017 953 1,370 2,638 1,534 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

184,955 212,868 177,933 184,682 203,723 225,623 177,900 177,870 177,845 177,815 177,790 177,755 177,724 177,693
(3) 557,188 565,102 593,900 595,131 588,663 595,248 605,800 608,634 603,653 570,824 580,684 580,434 565,243 567,671

２． 79,869 72,084 62,734 58,209 56,719 46,406 40,526 35,924 31,019 28,891 26,881 24,991 24,047 22,528
(1) 72,659 65,179 56,296 49,742 44,131 40,873 34,456 29,017 24,606 22,413 20,099 18,112 16,232 14,590
(2) 7,210 6,905 6,438 8,467 12,588 5,533 6,070 6,907 6,413 6,478 6,782 6,879 7,815 7,938

(D) 933,612 968,684 944,658 963,494 967,248 985,176 941,617 939,170 928,727 893,091 900,372 897,431 880,604 880,818

(E) △ 10,399 △ 62,011 △ 52,398 △ 102,030 △ 97,913 △ 36,060 △ 8,986 3,856 △ 2,258 13,220 47,156 44,731 64,031 55,709

(F)
(G)
(H)

△ 10,399 △ 62,011 △ 52,398 △ 102,030 △ 97,913 △ 36,060 △ 8,986 3,856 △ 2,258 13,220 47,156 44,731 64,031 55,709
(I) △ 16,916 △ 78,927 △ 131,325 △ 233,355 △ 331,268 △ 367,328 △ 376,314 △ 372,458 △ 374,716 △ 361,496 △ 314,340 △ 269,609 △ 205,578 △ 149,869
(J) 235,302 265,191 286,931 294,076 328,279 365,050 429,514 512,987 648,726 784,503 951,637 1,110,622 1,280,580 1,444,102

108,210 114,211 109,983 96,575 99,800 102,055 103,700 104,410 104,755 104,676 104,425 103,620 102,725 101,664
(K) 392,224 377,167 345,984 341,368 327,723 318,680 295,763 239,553 232,700 233,411 232,833 214,080 212,561 210,993

346,971 345,418 316,554 320,112 305,463 294,616 275,718 219,564 212,758 213,526 212,995 194,309 192,847 191,337

40,524 26,932 24,995 21,256 22,260 24,064 20,045 19,989 19,942 19,885 19,838 19,771 19,714 19,656
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 460,268 456,938 461,958 457,084 440,262 477,441 472,456 465,528 459,782 453,389 486,791 478,499 471,381 464,241

(N)

(O)

(P)

令和5年 令和6年 令和7年

経 常 損 益 (C)-(D)

材 料 費

特 別 利 益
特 別 損 失

収 入 計

特 別 損 益 (F)-(G)

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

支 出 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

そ の 他
営 業 外 収 益

令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年令和3年

下 水 処 理 負 担 金
雨 水 処 理 負 担 金

令和4年

△ 79.65

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

△ 3.68

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算 定 した
資 金 の 不 足 額

△ 32.28△ 80.01 △ 81.50 △ 79.73 △ 64.57 △ 56.34 △ 43.61△ 17.27 △ 28.43 △ 51.05 △ 75.24 △ 76.94

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画） （単位：千円）

年　　　　　度 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

区　　　　　分 （　決　算　） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込）

１． 224,700 213,700 62,200 105,400 107,700 109,530 171,933 104,893 164,285 52,100 89,268 86,268 100,173 149,876

２．

３． 76,743 124,244 122,580 111,703 100,594 76,598 64,761 57,480 57,490 56,055 49,290 47,130 26,330 23,600

４．

５．

６． 272,080 235,540 14,700 10,000 15,600 96,950 212,050 99,350 209,150 17,000 104,250 104,250 134,000 226,750

７．

８． 65,439 56,951 3,675 17,737 6,354 19,984 48,753 20,584 48,029 20,309 20,309 27,745 50,929

９． 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

(A) 638,962 630,435 203,155 254,840 240,248 313,062 507,497 292,307 488,954 135,155 273,117 267,957 298,248 461,155

(B)

(C) 638,962 630,435 203,155 254,840 240,248 313,062 507,497 292,307 488,954 135,155 273,117 267,957 298,248 461,155

１． 519,813 466,752 44,264 96,059 45,400 195,364 404,636 199,727 399,364 50,000 197,727 197,727 251,818 420,455

２． 299,201 346,971 345,418 316,558 320,112 305,463 294,616 275,718 219,564 212,758 213,526 212,995 194,309 192,847

３．

４．

５． 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010 10,010

(D) 819,014 813,723 389,682 422,627 375,522 510,837 709,262 485,455 628,938 272,768 421,263 420,732 456,137 623,312

(E) 180,052 183,288 186,527 167,787 135,274 197,775 201,765 193,148 139,984 137,613 148,146 152,775 157,889 162,157

１． 165,747 171,750 186,527 167,787 135,274 197,775 201,765 193,148 139,984 137,613 148,146 152,775 157,889 162,157

２．

３．

４． 14,305 11,538

(F) 180,052 183,288 186,527 167,787 135,274 197,775 201,765 193,148 139,984 137,613 148,146 152,775 157,889 162,157

(G)

(H) 3,749,831 3,616,560 3,333,342 3,187,185 2,974,773 2,642,205 2,519,522 2,348,698 2,293,419 2,132,761 2,008,503 1,881,776 1,787,640 1,744,669

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

区　　　　　分 （　決　算　） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込）

130,125 112,664 90,165 77,728 89,406 123,402 135,239 142,520 142,510 143,945 150,710 152,870 173,670 176,400

49,257 40,990 37,397 39,199 38,070 38,723 33,574 32,630 32,070 31,605 31,265 30,946 30,711 30,506

80,868 71,674 52,768 38,529 51,336 84,679 101,665 109,890 110,440 112,340 119,445 121,924 142,959 145,894

76,743 124,244 122,580 111,703 100,594 76,598 64,761 57,480 57,490 56,055 49,290 47,130 26,330 23,600

76,743 124,244 122,580 111,703 100,594 76,598 64,761 57,480 57,490 56,055 49,290 47,130 26,330 23,600

206,868 236,908 212,745 189,431 190,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

令和7年令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

令和3年

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和12年令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和10年 令和11年


